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「議案第１４号 川崎市介護保険条例の一部を改正する条例の制定につい

て」に対する修正案 

「議案第１４号 川崎市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」

の全部を次のように改正する。 

川崎市介護保険条例の一部を改正する条例 

川崎市介護保険条例（平成１２年川崎市条例第２５号）の一部を次のように改

正する。 

第８条第１項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和

５年度まで」に改め、同項第７号ア中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５

条の３第１項」を加え、同号イ中「又は第１３号イ」を「、第１３号イ、第１４

号イ又は第１５号イ」に改め、同項第８号イ及び第９号イ中「又は第１３号イ」

を「、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同項第１０号中「１１

１，８４０円」を「１１５，３３５円」に改め、同号イ中「又は第１３号イ」を

「、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同項第１１号中「１１８，

８３０円」を「１２２，３２５円」に改め、同号イ中「又は第１３号イ」を「、第

１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同項第１２号中「１３２，８１

０円」を「１３９，８００円」に改め、同号イ中「又は次号イ」を「、次号イ、

第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同項第１３号中「１４６，７９０円」を「１

５３，７８０円」に改め、同号イ中「部分を除く。）」の次に「、次号イ又は第

１５号イ」を加え、同項第１４号中「１６０，７７０円」を「１９５，７２０円」

に改め、同号を同項第１６号とし、同項第１３号の次に次の２号を加える。 

 次のいずれかに該当する者 １６７，７６０円 

ア 合計所得金額が１０，０００，０００円以上１５，０００，０００円未

満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（政令第３

９条第１項第１号イ（同号イ に係る部分を除く。）又は次号イに該当す

る者を除く。） 

 次のいずれかに該当する者 １８１，７４０円 

ア 合計所得金額が１５，０００，０００円以上２０，０００，０００円未

満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（政令第３



９条第１項第１号イ（同号イ に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

第８条第２項から４項までの規定中「令和２年度」を「令和３年度から令和５

年度まで」に改める。 

第１２条第４項中「若しくは第１３号イ」を「、第１３号イ、第１４号イ若し

くは第１５号イ」に改める。 

附則第４３項を附則第４６項とし、附則第４２項の次に次の見出し及び３項を

加える。 

（令和３年度から令和５年度までの保険料率の算定に関する基準の特例） 

４３ 第１号被保険者のうち、令和２年の合計所得金額に所得税法（昭和４０年

法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得又は同法第３５条第３項に

規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和３年度における保険料

率の算定についての第８条第１項（第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号

ア、第１１号ア、第１２号ア、第１３号ア、第１４号ア及び第１５号アに係る

部分に限る。）の規定の適用については、同項第７号ア中「規定する合計所得

金額（」とあるのは「規定する合計所得金額をいい、所得税法（昭和４０年法

律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得及び同法第３５条第３項に規

定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第２８条第２項の規定

によって計算した金額及び同法第３５条第２項第１号の規定によって計算した

金額の合計額から１０万円を控除して得た額（当該額が零を下回る場合には、

零とする。）によるものとし、」と、「する。以下同じ。）をいい」とあるの

は「し」とする。 

４４ 前項の規定は、令和４年度における保険料率の算定について準用する。こ

の場合において、同項中「令和２年」とあるのは、「令和３年」と読み替える

ものとする。 

４５ 第４３項の規定は、令和５年度における保険料率の算定について準用する。

この場合において、同項中「令和２年」とあるのは、「令和４年」と読み替え

るものとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の条例の規定は、令和３年度分の保険料から適用し、令和２年度分ま

での保険料については、なお従前の例による。 



提 案 理 由 

令和３年度から令和５年度までの保険料率を改めるため、この条例を制定する

ものである。 


